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子どもは読書を通して、精神の冒険をし談す。読書による疑似体験は、時代や国を超え、

様凡な人の考えに触れ、自分の考えを深め、生きる指針となります。そうして出△つた本

は、子どもの生涯の友と恋り、大人になってからも1山に寄り添い、その人を支えます読

書は子どもたちの豊か恋1小を蓋い、生きる力を育む基般となるものです。

長崎市では、「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、平成22年3月に「長

崎市子ども読害活動推進計画」を、平成28年3月に「第二次長崎市子ども読書活動推准

計画」策定し、子どもたちの読書活動を推進するため、様々な施策に取り組んでまいのま

した。

このたび、その成果と課題及び本市の状況を踏まえて、令和4年度から令和8年度まで

の5年間を計画期間とする「第三次長崎市子ども読書活動推進計画」を策定いたしました。

今後は、この推進計画に基づき、「読書を通じ、子どもの豊かな心を養い生きる力をーむ」

を目標に掲げ、「家庭」「地域」「学校等」がそれぞれの役割を果たし、また互いに連携し六

がら、社会全体で子どもの読書活動を推進するために様尺な取組みを行ってまいのます。

最後になりましたが、本計画の策定にあたの、貴重なご意見をいただきましたタくの比

様に厚くお礼を申し上げます。

はじめに

令和4年3月

長崎市長田上富久



章計画策定の趣旨

計画策定の経緯

計画の位置づけ

計画の対象

計画の期間

第2章第二次計画期間における成果と課題

1 家庭における取組みの成果と課題

2 地域における取組みの成果と課題

(お図書館における取組みの成果と課題

(2)公民館における取組みの成果と課題

(3)その他における取組みの成果と課題

3 学校等における取組みの成果と課題

(1)幼稚園、'保育所、認定こども園における取組みの成果と課題

(2)学校における取組みの成果と課題

4 数値目標達成状況

目 次

第3章第三次計画の基本的恋考え方

1 基本方針

{力子どもが本に親しむための社会全体における機会の充実

(2)子どもの読書活動を支える環境の整備

(3)子どもの読書活動に関する意義の普及

2 重点課題

a)読書に障害等のある人への支援

(2)図書ボランティアの養成

3 イメージ図
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,第4章子ども読書活動推進のための取組み

1 家庭における取組み

ロ)はじめまレて絵本事業(ブックスタート)

(2)インターネットを活用した情報発信

(3)家庭読書の推奨

2 地域における取組み

ロ)図書館における取組み

(2)公民館・ふれあいセンター等図書室における取組み

(3)その他における取組み

3 学校等における取組み

(1)幼稚園、保育所、認定こども園における取組み

(2)学校における取組み

4 数値目標

資料

子どもの読書活動の推進に関する法律

文字・活字文化振興法

学校図書館法

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律

(読書バリアフリー法)
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第1章計画策定の趣旨

1 計画策定の経緯

子どもの読書離れが指摘される情勢を受け、国は平成12年を「子ども読書年」と定め、平成13

年12月には「子どもの読害活動の推進に関する法律」を制定し、子どもの読圭活動を推進する次
勢を打ち出しました。

そして、この法律に基づいて、平成14年8月に「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計

画(第一次)」を、平成20年3月には「第二次計画」を、平成25年5月には「第三次計画」を、

平成30年4月には「第四次計画」を策定し談した。

長崎県においては、平成16年2月に「長崎県子ども読書活動推進計画」、平成21年2月には

「第二次計画」、平成26年3月には、「第三次計画」、そして、平成31年3月には「第四次計画」
を策定しました。

子どもの読書活動の推進に関する法律第9条第2項によると、「市町村は、子ども読書活動推准

基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子ども読書活動推隹基本計

画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読

書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読圭活動の推進に関する施策にっい

ての計画を策定するよう努めなければ怨ら恋い。」となっておの、本市においても、平成22年3

月に「長崎市子ども読書活動推進計画」(平成22年度~平成27年度)を、平成28年3月(平

成28年度~令和2年度)には「第二次計画」を策定し、子どもの読書活動を推進するための様ん
な取組みを展開してきました。

その結果、図書館や公民館、学校、幼稚園・保育所・認定こども園、子育て支援センター尽ど、

様々な場所での読み闘かせの実施や、学校図書館における書架や机の木質化、学校図圭館司圭の配

置恋ど、読書環境の整備が進んできましだ。

第三次長崎市子ども読書活動推進計画においては、第二次計画の成果と課題や国や県の枦針等を

踏まえ、子どもが発達段階に応じて読書に親しむことができるような読書環境の敕彬を准めるとと

もに、各凡の場所で行われる読書活動のさらなる充実を図ります。

また、子どもの活動の場である「家庭」「地域」「学校等」に関わる大人がそれぞれのP割を担い、

読書の重要性を認識し、主体的に子ども読書活動を推進していく体制を目指します。

゛



子ども読書活動推進計画策定の動向

平成12年

年月

平成13年d2月

平成14年8月

「子ども読書年」

「子どもの読書活動の推

進に関する法律」公布・

施行

国

平成16年2月

「子どもの読書活動の推

進に関する基本的な計

画」策定

平成17年7月

平成20年3月

長崎県

「文字・活字文化振興法」

公布・施行

平成21年2月

「第二次子どもの読書活

動の推進に関する基本的

な計画」策定

平成22年3月

平成25年5月

「長崎県子ども読書活動

推進計画」策定

長崎市

平成26年3月

平成26年7月

「第三次子どもの読書活

動の推進に関する基本的

恋計画」策定

平成28年3月

「第二次長崎県子ども読

書活動推進計画」策定

平成30年4月

「学校図書館法」改正

平成31年3月

「第四次子供の読書活動

の推進に関する基本的な

計画」策定

令和元年6月

「第三次長崎県子ども読

書活動推進計画」策定

令和2年7月

「長崎市子ども読書活動

推進計画」策定

曙売書パリアフリー法」

公布・施行

「読書バリアフリー基本

計画」策定

「第四次長崎県子ども読

書活動推進計画」策定

「第二次長崎市子ども読

書活動推進計画」策定
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2 計画の位置づけ

この計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき策定された「第四次子供の読書活
動の推進に関する基本的な計画」及ぴ「第四次長崎県子ども読書活動推桂計画」を基本とし、「第二
次長崎市子ども読書活動推進計画」の成果と課題を踏まえた計画として策定し弐す。

また「長崎市第五次総合計画前期基本計画」その他、本市が策定する又種計画との數△性を図の
ます。

子どもの読書活動の推進に関する法律

(国)第四次子供の読書活動の推進に関する基本的恋計画

号'

(県)第四次長崎県子ども読書活動推進計画

ん

号・
(市)

第三次長崎市

子ども読書活動

推進計画

3 計画の対象

この計画の対象は、 おぉむね18歳以下の子どもとしますが、取組みの主体は、大人を含むすべ
ての市民とします。

W

4 計画の期間

令和4年度から令和8年度までの5年問とします。

(市)

長崎市第五次総合計画

前期基本計画

G1 長崎のまちを愛レ、新

たな時代を生き抜く子ど

もを育みます

3



第2章第二次計画期間における成果と課題

第二次長崎市子ども読書活動推進計画においては、子どもの読書活動を推進する場を「家庭」、

「地域」、「学校等」に分類し、それぞれの施策の方向性及ぴ具体的な取組みを掲げています。

1 烹庭における取組みの成果と課題

家庭における子ども読書活動の推進は、子どもにとって最も身近な存在である保護者が子ども

と一緒に読書を楽しみ、本に親しむことが大切です。子どもにとって生活の基盤である家庭で、

読書活動を推進するだめの取組みを実施しました。

. 乳幼児健診時に年齢に応じたおすすめの絵

本のチラシを配布したりすることで、読み聞

かせの効果などについて保護者へ周知する機

会と蔵った。

成

. 継続して障害福祉制度を紹介するガイドブ

ツク「福祉のしおの」に図書館が実施してい

る障害者向け郵送(宅配)貸出サービスを掲

載し、利用者への周知・利便性の向上につな

げることができた。

果

. 各種育児学級において読み聞かせを実施す

ることで、早期から絵本に親しむきっかけと

なった。

. 各図書室で行われているおはなし会等の本

に親レむ行事を、もっと多くの保護者に知コ

てもらうように周知を図る必要がある。また、

広報紙等で啓発を行うと同時に、本を通じた

親子のふれあいの大切さを伝える取組みを続

けていくことが大翊である。

・市民提案型協勧事業「おひざで絵本事業」を

行うことで、乳幼児期からの親子の本を通じ

たふれあいの大切さを伝えることができた。

また、おすすめブックリスト「おひざで絵本」

を作成し、市内の図書施設に配布することで

絵本選ぴに悩んでいる保護者の一助となっ

た。

課 題

. 「はじめまレて絵本事業」(ブックスタート)

を実施し、 4か月児健診時に保護者に絵本の

引換券を配布、図書館や公民館等図書室で絵

本を引き換えてもらうことで、地域の図書室

を知つてもらい、生涯にわたる図書館利用の

きっかけづくりと恋った。

・子どもに対する読み聞かせの実施等を、今後

も継続して行うことが必要である。

・「はじめまして絵本事業」(ブックスタート)

の絵本弓1換率は約8割を維持できているが、

年々減少している。絵本の選択肢を増やすな

どの対策を行い、引換率の向上を図る必妾が

ある。

4
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2 地域における取組みの成果と課題

地域における子ども読書活動の推進は、子どもが活動する身近な場において←ま又に読書を楽
しむことができる機会を提供することが大翊です。図書館や公民館、その他子どもが活動する場
及び関係団体の活動の場である「地域」において、読書活動を推進する取組みを実施しました。

a)図書館における取組みの成果と課題

.おはなし会等、子どもに図書館へ来てもらう

よう恋企画を実施し、保護者に読み聞かせの

大如さを周知することができた。

.'「長崎市図書館を使った調ぺる学習コンクー

ル」を開催し、学校教育課と連携して小中学

生に広く作品を募ることで図書館等を利用し

て調ぺる楽しさを伝えることができた。さら

に優秀恋作品を表彰し、全国コンクールへ推

薦する恋ど、応募者の意欲向上.にっ怨がった。

.学校図書館との連携・支援にっいては、新任

司書配置校等への学校訪問、講師派遣、図書

館見学の受入れや出張おはなし会等を行っ

た。また、学校、幼稚園・保育所・認定こども

園、放課後児童クラブ、子ども文庫等への団

体貸出を実施し、読書環境を整えるサポート

ができた。

成 果

.令和2年度は、新型コロナウィルス感染症の

影響で、おはなし会等の行事が開催中止や人

数制限を設けたことによの参加者が激減レ

た.今後の行事のあり方を見直す必要がある。

暫

課

.図書館ボランティアに対し定期的に研修会を

行いながら、出張おはなし会等の活動を行っ

た。

逮

.児童担当職員は、学校教育課主催の研修会に

参加する恋ど、児童サービスに関する研修会

に積極的に参加した6

'団体貸出は特に小学校にょく利用されてい

るが、それ以外の施設にももっと利用しても

らうよう周知を図る必要がある。

・特別支援学校や放課後等ディサービス事業

所の見学受入れ、出張おはなし会等を行った。

医療的ケア児の理解に関する講演会を継続的

に行い、障害のある子ども達へのサーピス向

上に努めた。

.子どもの本に関する研修会は、参加者のレベ

ルが様勾で、どのような内容を求めてぃるの

かを把握することが難しい。アンケートを参

考に内容を検討していく必要がある。

.障害のある子ども達に図書館が行っている

サービスはあまり認知されてぃないので、も

つと知ってもらえるように関係課と連携し

て、広報を行っていく必要がある。

5
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(2)公民館における取組みの成果と課題

・各公民館において読み聞かせ講座を実施す

ることで、子ども達が本に親しむきっかけづ

くのとなり、また、保護者に読み聞かせの大

翊さを伝えることができた。

成 果

・各公民館の実情に合わせた新刊図書を市立

図書館が配本し、古くなり利用が減った図書

を除架することで、魅力ある図書室づくりが

できた。

・ふれあいセンター等図書室においては、地域

の実情に応じた講座を実施しているが、講座

の選択肢のーつとして読み聞かせ講座が開催

できるよう、市立図書館と各施設の所管課及

ぴ指定管理者とが連携し恋がら、図書ボラン

ティア等にょるサポート体制を充実させる必

要がある。

・市立図書館においては、引き続き各公民館の

実情をきちんと把握し、配本図書を考慮して

いく必要がある。

. 各公民館で発行する広報紙やホームページ

で新着の図書の紹介や読み聞かせ講座につい

て周知を行い、利用につなげた。

課 題

・公民館だよりやホームページだけで恋く、近

隣の施設(幼稚園・保育園・小学校)にポス

ターを設置するなど、周知方法を一層充実さ

せる必要がある。

・地区公民館のふれあいセンターへの移行が

進んでおり、公民館数の減に比例し、公民館

における読み聞かせ講座の実施回数も減少し

ている。今後も池区公民館がふれあいセンタ

ーへ移行していくことから、市全体としての

傾向を見るのであれば、ふれあいセンターで

の実施状況を把握していく必要がある。

6



(3)その他における取組みの成果と課題

・市内村箇所の子育て支援センター及び市内

35 箇所のお遊び教室で図書コーナーを設置

し、親子でゆっくり本を読める環境づくのに

取り組んだ。また、スタッフによる読み聞か

せを実施することで、本に親しめる機会を提

供することができた。また、子育て支援セン

ター、児童館・児童センター、子ども広場に

おいては、寄贈図書等を活用し図害コーナー

の児童書の充実を図った。

.健診会場では、待合室の絵本コーナーを充実

させるなど環境を整えた。また、ポランティ

アが健診の待ち時間に読み聞かせを実施する

ことにより、子どもが絵本に興味を持つとと

もに、保護者も読み聞かせに関心を持つこと

ができる機会のひとつと恋った。

成 果

.子どもに対する読み聞かせの実施等を、今後

も継続して行うことが必要である。また、今

後、施設の図書を更に充実させていくための

財源と、図書設置のためのスペースの確保に

ついて検討する必要がある。

.放課後児童クラブでは、職員やボランティア

団体にょる読み聞かせや紙芝居の実施、公民

館等のおはなし会へ参加する機会をつくるこ

とができた。また、定期的に図害を購入した

の、市立図書館が開催しているりサイクル図

書の譲渡会へ参加したのして図書コーナーの

充実に努めた。

6果 題

.図書館が発行する広報紙を施設に設置する

だけでなく、利用者に紹介するなど、よの効

果的な周知方法を検討する必要がある。

. 児童発達支援センター・さくらんぼ園におい

ては、毎日朝と帰る前に絵本や紙芝居の読み

聞かせを継続することで、傾聴態度を育て、

言葉の理解を高める恋ど発達支援の活動のー

つとして定着している。談た、注目させて集

中力をつけるため、大型絵本やパネルシアタ

ーを使用している。この結果、自由遊び時間

にも絵本を手にする機会が増え、文字への興

味闘小が育ち、読書への意欲につながった。

また、図書館が発行する絵本りストや子ども

向け広報紙等を施設に設置することで、読書

活動について周知啓発できた。

i

.子どもに対する読み聞かせの実施等を、今後

も継続して行うことが必要である。また、各

施設の図書コーナーを一層充実させる必要が

ある。

.ユーチユーブ等による動画を低年齢から視

聴している児童が増える傾向にあの、読書活

動への影響を注視していく必要がある。
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3 学校等における取組みの成果と課題

学校等における子ども読書活動推進は、幼稚園、保育所、認定こども園においては、乳幼児期

に絵本や物語の楽しさを知ることができるよう日常的に読み聞かせを行い、子どもが安脚して本

に親しむことができる環境を整えることが大翊です。

また、学校においては、読書習慣の形成において重要な時期であることから、本に親しむ機会

の提供や読書環境の整備、授業での学校図書館の活用などが大切です。

学びの場である「学校等」において読書活動を推進する取組みを実施し荻した。

a)幼稚園、保育所、認定こども園における取組みの成果と課題

・小さい年齢から日常的に読み聞かせを実施

しておの、絵本や物語に親しむ機会となって

いる。また、保育所の図書を借りることを日

課にしている寡庭も多く、家庭での絵本の読

み聞かせや、絵本を通して親子の会話に貢献

できている。

成 果

・読み聞かせをした図書を施設内に掲示した

り、,保護者向け広報紙を年に数回発行し、そ

の中で絵本の紹介など掲載し、読み聞かせの

大翊さを周知した。

・定期的に図書を購入したの、市立図書館が開

催しているりサイクル図書の譲渡会へ多加し

たのして図書コーナーの充実に努めた。

・絵本へ親しみを持たせるための工夫や、素話

恋どにも興味をもって聞けるような話し方の

技術の習得など、専門的に学んでいく必要が

ある。研修会にも参加したいが、人的、時間

的保障が必要である。

課 遉

・絵本を媒介にしての親子の触れ合いなど、保

護者の気持ちに寄り添った絵本の活用や読書

活動を推進する役割を担っていることを意識

し、図書だよりの発行等啓発に努める必要が

ある。

・市立図書館の活用をもっと活発に行うよう、

保護者へも市立図書館の活用を周知啓発す

る。また、子どもたちの興味はそれぞれに様々

なので、いろいろなジャンルの本が、購入で

きるように努めたい。

8
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(2)学校における取組みの成果と課題

.全校一斉読書活動を実施しておの、実施率

100%を継続レて達成し、読書に親しむ習慣

をつくる取組みと怨っている。

成

.計画的に図書の購入や寄贈図書の受入れを

することで、蔵書の充実を図ることができた。

果

.農林振興課との木質化推進事業の継続によ

の、希望する小中学校に看板、卓上絵本架、

図書展示用テーブル、プックトラックを配布

レ、読書環境の整備が進んだ。

.小学校では朝の時問に学力向上の取組みも

行われておの、全校一斉読書の実施田数がわ

ずかに減少傾向にある。全校一斉読書の重要

性について、継続して周知啓発を行う必要が

ある。

.学校図書館司書を配置することで、計画的恋

選書が行われ、資料の充実を図ることができ、

学校図書館を使コた授業実践が積極的に行わ

れるようになった。

課 題

.学校図書館の蔵書は、購入、寄贈にょの充実

してきているが、冊数的には充足していても

内容が古い資料が弐だ多いので、今後は除籍

など図書の更新を検討しなけれぱなら愆い。

.学校ボランティアと連携・協力し、読害環境

の整備や読み聞かせ等を行うことで、生徒.

児童が本に親しむきっかけとなった。

.学校図書館教育研修会の実施や小中図書館

部会、学校への訪問指導の実施によの、資質

向上を図ることができた。

.学校図書館司書については、1 校 1 名の配

置を希望する声も上がっているが、中学校区

をグループ化しながら、原則2校1名体制で

配置することで、小中学校9年間を見通した

学校図書館教育を推進している。より有効な

配置方法については、引き続き検討していく。

.児董減少に伴い、ボランティアの維持も難し

くなってきている。市立図書館と連携し、ボ

ランティアの育成を図る必要がある。
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4 数値目標達成状況

0 市立図書館におけるおはなし会参加者数

取組み担当市立図書館

平成26辱度{現状値}

おはなし会の開催を増やしたことで、参加者数の自標値は達成していたが、新型コロナウ

イルス感染症感染拡大の影響で、最終年は激減した。

0 公民館におけるおはなし会参加者数目標値(令和2年度)3,512人

取組み担当生涯学習課

、

2233人

平成28年度

2,486 人

1

平成26任度(現状圃

地区公民館のふれあいセンター化による公民館の減少に伴い、おはなし会の参加者数も減

少した。また、新型コロナウィルス感染症感染拡大の影響で、最終年は激減した。

平成29年度

目標値(令和2年度) 2,680人

2,927 人

3,595 人

220.0%

平成28年度

単成30年度

170,0%

2922人

4,167 人

120.0%

平成29年度

おはなし会参加者数(平成26年度を基準と

186.6qo

令和元年度

70.0%

2309人

4,543 人

20.0%

100.09'0

平成30年度

令和2年度

'

11139、0

2284人

0

平成26年

948人

子ども読書活動推進にかかる研修会等への参加者数

取組み担当子育て支援課、こども健康課、幼児課、

99.89'0

161.09、0

^

令和元年度

^●^明^1^●^●^■^尋^.^

平成羽年

^参加者数

4"

早成26年度t現状圃

2,115 人

^、、吐.

した経年比較)

203.49,'0

延ぺ312人

研修会への参加者数は、順調に伸び、目標値を達成した。

^
^."^^●^^^^^^^

78.OVO78.99'0

令和2年度

平成29年

(市立園書館)

140.0%

平成28拝度

984人

120,0%

延べ304人

100.0%

研修会等への参加者数(平成26年度を基溝とした経年比較)

135.39'0

80.0%

平成30年

参加者数

^^^^^

^^^

平成29年度

100,09、0

延べ3卞1 人

^.^●^匡^.^.^.^.

^

7239'0

令、和元作

(公民館)

平成26年

^

目標値(令和2年度)延ぺ374人

こどもみらい課

平成30年度

^

自標値

^

延べ376人

97.4%

^
^

33.6%

令和2年

平成28年

42.59/0
'゛'」

令和元年度

延べ422人

99.7qo

^●

120.5qo

平成29年

令和2年度

^=^●^●^.^■

延べ434人
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平成30年

139.19"0
ー^

令和元年

^'・目標値

令和2年

ι



0 「読書が好き」な小中学生の割合

取組み担当学校教育課

平成26年度{現状圃

全国学力'学習調査で晤売書が好きだ」と答えた小中学生の割合を参考にしているが、平
成30年度は質問項目が無く、令和2年度は調査が行われなかった。目標値には斤か恋か
た。

0 小中学生の1か月の読書量平均目標値(令和2年度)小学校125柵、中学校43冊
取組み担当学校教育課

728%

平成28年度

100.99,'0

732%

目標値(令和2年度)フ78%

平成26辱度1現状値

平成29年度

中学校は、目標達成できたが、小学校は、全校一斉読書の実施回数が減ったーとや{キ六図
書館の蔵書の更新が進んでいないこと、最終年に新型コロナウィルス感染症威江拡大の里づ響
で学校図書室の利用制限等がなされたこともあり、達成できなかった。

卞1,4冊

39柵

74%

平成30年度

平成28年度

令和2年

105冊

40冊

180,0%

",、、

平成29年度

令和元年度

160.0%

Ⅱ

140.0%

卞12冊

63冊

717%

1か月の読書量平均(平成26年度を基準とした経年比較)

120、0%

平成30年度

令和2年度

100.0%

卞12冊

55冊

ーー

80.0%

L

令和元年度

^^^

100,0,'0

60、0%

^

136舶

58冊

161,59'0

「ιQ之、99/?
^戦島^

ノ

〆

※令和2年度は新型コロナウィルス感染症拡大の影響を受けた数値となった。

ノ
ノ

令和2年度

ノ

平成26年 平成28年 平成29年

ー*=一小学生1か月の読奔鰍平均

ノ

す

ノ

.、

゛

^

92,1,、0

1 -1.5 冊

59冊

、、
、 141.09,0

^

、壱
、、^^

98.2qo

^

^剛゛^

148.7q゛0

^

".、
.1.'^^由^

9829'0

'J1亀、三血一.、目標値

.^^●^^^

151.39、0

平成30年 令和元年

中学生1か月の請書鰻平均^^^

.

小
中

上
中

小
中

小
中

小
中

小
中



第3章第三次計画の基本的な考え方

目標読書を通じ、子どもたちの豊かな心を養い生きる力を育む

「子どもの読書活動の推進に関する法律」の第2条(基本理念)では、「子どもの読書活動は、

子どもが、言葉を学ぴ、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにしイ人生をより深く生

きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すぺての子どもが

あらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にその

ための環境の整備が推進されなけれぱならない。」とあります。

長崎市はこの基本理念に沿って、「読書を通じ、子どもたちの豊かな1山を養い生きる力を育む」

ことを目標に掲げ、第二次計画に取り組んできました。第三次計画においても、目標や基本的な考

え方を引き継ぎ、子どもが本に親しむことができる環境を整え、読書活動の意義と重要性を広く

周知し、社会全体で支えていく取組みを推進します。

また、子ども読書活動を推進する場も第二次計画を引き継ぎ、生活の基盤である「家庭」、次に

教育、保育の場である「学校等」、それ以外で日常的に子どもが活動する場を「地域」とし、お互

いに連携し怨がら様々恋取組みを推進します。

近年、 SNSをはじめとするソーシャルメディアの影響は非常に大きく、子どもの長時間の使

用が危倶されています。しかしながら、高度情報社会ではそのよう恋メディアを使いこなす力も
必要とされます。これからは、電子書籍等の新しいメディアを受け入れ恋がら、従来の本の魅力に

ついても発信するなどの取組みが重要になります。両者のパランスを考えた取組みを推進レ、子

どもと本とメディアとの良い関係づくりを図ります。

1 基本方針

a)子どもが本に親しむための社会全体における機会の充実

子ども読書活動を推進するためには、家庭・地域・学校等を通じた社会全体で本に親しむた

めの機会を提供することが重要に恋ります。本市では、4か月児健診時に絵本引換券を渡す「は

じめまして絵本事業」で絵本引換えのだめに身近な図書館や図書室へいざなうとともに、手渡

された絵本を活用した読み聞かせを推奨します。地域では、健診会場やお遊び教室、子育て支

援センターなどにおいて読み聞かせを行います。また、図書館・図書室では定期的におは恋し

会を開催し、読み聞かせを通して親子の触れ合いの大切さを伝えます。.幼稚園＼保育所、認定

こども園では、日々子どもたちに絵本の読み聞かせを行い、まだ保護者に対しても読み聞かせ

の大如さの啓発を行います。学校では、学校図書館司書を配置し、読み問かせを行うとともに

学校図書館を活用した読書や調べ学習を推進します。

また、障害等のある子どもたちに、読書の楽しさを身近に感じてもらえるよう、障害等に応

じた図害を収集し、サービスの周知を図るなど、関係課や関係機関が連携'.↑窃力した支援を推

進します。
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(2子どもの読書活動を支える環境の整備

子ども読書活動を推進するためには、乳幼児期から本に親しむことができる戸1立が重要です。
家庭'地域'学校等において、子どもの発達段階に応じて、子どもが暁書の楽しさを序じ、れ
るよう身近な環境を整備し、その充実を図るなど、読書の幅を広げ、読書体験を九める環ザを
提供することで、子どもは読書の楽しさを知り、生涯にわだる読書習慣を身に付けます。
家庭においては、図書館.図書室を利用する恋どして、できるだけ早い時期から身近六大人

と一緒に本を手に取ることができる環境づくりを推奨します。地域では、図書館.図書室を充
実させるほか、子育て支援センターや放課後児童クラプ恋ど子どもが活動する様凡な場におけ
る図書コーナーの本にっいて、購入のほか、市立図書館のりサイクル図書を活用するなどして、
充実を図ります0 また、子どもの身近な場所に本に親しめる場所があるよう1-、読圭環t女の敕
備を図ります0 幼稚園、保育所、認定こども園の図書コーナーの本にっいても、購入のほか、
市立図書館のりサイクル図書を活用するなどして、充実を図ります{枦では{村図圭館
蔵書の計画的な更新を行い、木製書架の整備等、木のぬくもりのある親しみやすく使いやすぃ
学校図書館の環境整備を推進します。

また、図書館'図害室などや学校で子どもに読み聞かせをしたり、図書の整伊をしたりする
図書ポランティアを養成する講座や研修会等を開催し、図書ボランティアと協力.連携して、
子どもが本に親しむ環境づくりに取り組みます。

(3)子どもの読書活動に関する意義の普及

子ども読書活動を推進するためには、その意義や重要性にっいて市民の間に広く理解と関{
を深めることが重要です。

家庭では、子どもへの読み聞かせや、家族そろって読書をする日や時閏を決める六ど、保:楚
者が積極的に読書活動を習慣化するような取組みを推奨します。地域では、図垂館.図圭{で
おは恋し会や図書ボランティア蓋成講座を開催し、読書活動の意義と重要性を広く辻及します。
また、お遊び教室や子育て支援センター恋どにおいて、.読み聞かせを行うことで保護者に吋し
読み聞かせの大切さを意識付けます。学校等では、幼稚園教諭、保育士、保=教計、教臓=が
子どもの読書活動の意義を十分に理解した上で、保護者に対し読圭活動に伴う夕様才効果にっ
いて周知を行います。また、広報紙やウェブサイトを積極的に活用し意美の吐及1一努めます。

2 重点課題

a)読書に障害等のある人への支援

国の読書ハリアフリー基本計画を踏まえ、アクセシブルな圭符(点字図書、拡大図書等).扇
子書籍等(音声読み上げ対応の電子書籍、ディジー図圭、オーディオブック、ーキストーータ
等)の量的拡充'質の向上に取り組む恋ど、障害箸に応じた図書を収集します。また、関係課
や関係機関と連携し、郵送貸出し等のサービスの周知に努めるなど、障生等のある人へのサー
ビスや理解を深める資料や企画の充実を図のます。

また、日本語を母語としない人のために、多様な言語の図書を収集し夕文化への理舮を沈
める企画を実施すること恋どに取の組み、サービズの周知に努めます。
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(2)図書ボランティアの養成

図書館をはじめ、公民館・ふれあいセンター等図書室やその他の施設や学校等では、図書ポ

ランティアが読み聞かせや図書の整理、修理等の活動を行づており、子どもの読書活動を推進

していくうえで、図書ポランティアの協力は欠かすことのできないものです。今後も図書ボラ

ンティアと協力して子ども読書活動を推進できるよう、読み聞かせ講座等を開催して図書ボラ

ンティアの養成を図のます。
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3 イメージ図

(国) 第四次子供の読書活動の推進に関する基本的な計画

^

第三次長崎市子ども読書活動推進計画

^

(県)第四次長崎県子ども読書活動推進計画
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読み聞かせボラ

ンティアとの連

携・協力

Ⅲ

子どもの読書活動に関

する意義の普及

家庭

連携

C}・・,・・

地域

<重点課題>

・読書に障害等のある人への支援

.図書ポランティアの養成

口

子ども

(読書活動)

学校図書館ボラ

ンティアとの連

携・協力

図書ボランティアの養成

連携

':

野

連携

学校等
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第4章子ども読書活動推進のための取組み

子ども読書活動を推進し、「読書を通じ、子ども達の豊かな1山と生きる力を育む」ために、「家庭」、

吐也域」、「学校等」において3つの基本方針に沿った様々な取組みを行います。

、

子ども読書活動推進のための取組み表

1 家庭における

取組み

1 子どもが本に親し

むための社会全体に

おける機会の充実

a)図書館にお

ける取組み、

U)はじめまして絵本

事業

企画や行事の充実

団体貸出の利用促

取

Ⅱ子どもの読書活動

を支える環境の整備

進

ケ読書に障害等のあ

る人へのサービス向

上

(2)公民館・ふ

れあいセン

ター等図書

室における

取組み

(2)家庭読書の推奨

i

ア図書資料の充実

オ学校図書館との連

携・支援

ク図害ボランティア

の養成

コ図書館臓員の.スキ

ルアップ

ア読み聞かせの実施

B)その他にお

ける取組み

Ⅲ子どもの読害活動

に関する意義の普及

劇)幼稚園・保

育所・Z忍定こ

ども園にお

ける取組み

(3)インターネットを

活用した情報発信

ア読み聞かせの実施

(2)学校におけ

る取組み

ウ広報・啓発の推進

エ「長崎市図書館を使

つた調べる学習コン

クール」の開催

キ子ども達が活動す

る施設等の職員等へ

の研修・支援

ア読み聞かせの実施

イ図書室の図書資料

の充実

工図書ポランティア

との連携・協力

ア全校一斉読書の実

施

イ図書資料の充実

イ図書資料及び図書

コーナーの充実

ウ子ども読書活動の

啓発

イ学校図書館資料の

充実

ウ学校図書館の環境

整備の推進

工学校図書館司書の

配置

オ学校図書館ボラン

ティアとの連携・1務力

力教職員の資質の向

上

ウ子ども読書活動の

啓発

ウ子ども読書活動の

啓発

16

イ
カ

2
 
地
域
に
お
け
る

組
み

3
 
学
校
等
に
お
け
る
取
組
み



1 寒庭における取組み

子どもが読書の楽しさに気づき、読書習慣を身に村けるためには、子どもにとて畏も身近六六
在である保護者が子どもと一緒に読書を楽しみ、本に親しむことが大切です。家庭において読み間
かせをする、一緒に図書館や図書室、書店に出向くなど、本に触れるきっかけを作り、親子で本に
ついて話し合うこと恋どを通じ、子どもは自ら本を選び、楽しむようになります。子どもにとて
生活の基盤である寂庭における取組みを推進します。

(1)はじめまして絵本事業(プックスタート)

絵本を通して家庭での温かいふれあいの時間を作のだし、親子がともに楽しみ、1山身の健康
を育みながら紳を深めるきっかけづくりとして、はじめまして絵本事業を実施します。

4か月児健診会場で、保護者に対し読み聞かせの大助さの政発を行うとともに、絵本引換券
を配布します0 絵本を直接渡すのではなく、絵本の引換え場所である図圭館やハ民館、、れあ
いセンター等に出向いてもらうことで、図書室の利用や各館が行っている欠種講座1一参加する
きっかけをっくるなど、地域とのっながのを築きます。

今後は、産前期の両親への読書活動の啓発を図り、また、日本証を母珪とし六い保譯者や視
覚に障害のある保護者のために、外国語の絵本や点字絵本等を準備し引換えを促すrど夕様性
に対応し、,引換率の向上に努めます。

(2)家庭読書の推奨

子どもは、大人から昔話や物語を聞いたり、読書をする大人の姿を見だりすることで涜圭六
欲を高めていきます。例えぱ、毎月1回は家族みんなで図書館へ出かけ本を件りる、毎週日曜
白は家族で読書の時間を設定する、街に出かけたとき圭店に立ち寄るなど、涜書活動が生活
一部になることで読書習慣が身に付いていきます。このよう蔵家庭読皇の取組みを周知し、推
奨していき弐す。
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(3)インターネットを活用した情報発信

子どもたちが本に関する盾報を気軽に調べることができるように、図聿館のホームペー゛・に
ある子ども向けのぺージを充実します。また、親子で一緒に楽しむことができる図書館でのイ
ベント情報恋ども、随時ホームページやSNS恋どを通じて周知を図ります。

長崎市子育て応援情報サイト「イーカオ」においても、おすすめの本を掲載する六ど、子ど
もの読書活動に関する情報発信に努め荻す。

'

2 地域における取組み

子どもが日常的に読書に親しみ、読書習慣を身に付けるには、子どもが活動する身近六場におい
て読書を楽しむことができる機会を提供することが大仞です。図書館や公民館.Sれあいセ、タ_
等の図書室に加えて、その他自治会やPTAをはじめとする団体で構成される地域コミニー、
絡協議会等の様凡な地域団体と連携した取組みを推進します。



特に図書館は、子ども読書活動を推進していくための中1山的な役割を担っていることから、r家

庭」、「地域」、「学校等」における読書活動の推進を支援するために関係機関・団体等と連携しなが

ら、様及な取組みを行います。

U)図書館における取組み
、『゛,"'

ア図書資料の充実

乳幼児から中高生まで、年齢に応じて質、量ともに充実した図書資料の収集を行い、子ど

もが読みたい本を自由に選ぴ、読むことができる機会の提供を行います。こどもとしょかん

やヤングァダルトコーナーにおいては、おすすめの本や季節や時事に関連する本の展示・紹

介を行う恋ど、興味を持って本を手にとってもらえるような取組みを行います。

イ企画や行事の充実

年齢層に応じたおはなし会を定期的に実施しており、今後も内容の工夫など、さらに充実

を図の談す。また、定期的恋おはなし会とは別に「子ども読書の田おはなし会」や「読書週

間おは恋し会」を実施し、子ども読書の日や読書週間の周知啓発を図のます。

そのほか、調ぺ学習のノウハウを学ぶ「調べ学習たいけん教室」、図書館の仕事を体験して

もらう「子ども司書講座」の開催など、子どもが図書館に行きたくなるような企画や行事を

充実させていきます。

ウ広報・啓発の推進

図書館広報紙である「としょかんだより」を毎月発行するほか、子ども向けの「ちいさな

いす」や中高生向けの「VVAKABA」を偏月で、また障害者向けの「手をつなごう」も年に

1回発行します。

また、年齢層別のブックリストも作成し、図書館・図書室で配布するほか、学校、子育て

支援センターやお遊ぴ教室、児童館、児童センター、障害児施設等、関係機関へ配布すると

ともに図書館ホームページにも掲載するなど、広く周知を行います。

さらに、図書館で実施する行事等は広報恋がさきに掲載するほか、テレビやラジオ、図書

館ホームページやSNSなど様勾な媒体を活用して、常に新しい情報の発信に努めます。

エ「長崎市図書館を使った調ぺる学習コンクール」の開催

図書館の豊富恋資料をはじめ様々な情報を活用し、子どもが自ら考え、判断し、表現力を

育む「調ぺる学習」を通じて作成した作品を募集し、優禿作品は表彰するとともに全国コン

クールへ推薦します。

学校と連携し、夏休みの課題として取り組んでもらい、図書館、公民館・ふれあいセンタ

一等の図書室、学校図書館の利用促進につほげます。

オ学校図書館との連携・支援

市立図書館の司書が、学校図書館司書からの相談に応じて、学校を訪問し助言を行うなど、

学校図書館の支援センターの役割を果たします。授業支援のための団体貸出、研修会への講

師派遣、出張おは恋し会、図書館見学の受入れ、図書譲渡会の開催等、よのよい学校図書館

の運営ができるよう支援します。

力団体貸出の利用促進

団体貸出用の図書資料の充実を図の、学校や幼稚園、保育所、認定こども園をはじめ、放

課後児童クラブ、こども文庫、障害児施設等、子どもの身近恋場所で活用してもらうことで、
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子どもがいっでも本に親しむことができる機会の提供を行います。様々な施設や団体で団体
貸出を利用してもらうよう、関係課と連携して周知に努めます。

キ子どもたちが活動する施設等の臓員等への研修.支援

市立図書館が実施する講座や、出張おはなし会を実施する際に、幼稚園、保*所押定一

ども園、放課後児童クラプ等、子どもたちが活動する施設等の職員等に対し、子どもの発達
段階における読書の重要性や年齢に応じた図書の紹介を行うとともに、読み聞かせのノウハ
ウを指導するなど研修・支援を行います。

弐た、長崎県等が開催する子どもの読書活動に関する研修会にっいて、関係課を通しで1生
報を提供します。

ク図書ボランティアの養成

定期的に図書ボランティア養成講座を開催し、図書ボランティアの養成及びスキルアップ、
ネツトワークづくのの機会を提供することで、地域の学校や公民館.ふれあいセンター等で
の図書ボランティアによるおはなし会の開催等、広く読書活動が行われるよう取り組みます。

ケ読書に障害等のある人へのサービス向上

点字の本や大活字本、 LLブック(やさしく読みやすい本)電子書籍の充実を図るほか、
日本語を母語としない人のために、多様な言語の本を収集するなど、読圭に障皇のある人へ
のサービスを図のます。また、関係課や関係機関と連携し、パリアフリー映画△等の企画や
来館が困難な障害者に対して行う郵送貸出等のサービスの周知に努めます。

コ・図書館臓員のスキルアップ

児童書に関する知識や、子どもと本をっ恋ぐ効果的な方法を学ぶために、欠種研修△1一参
加するなど、知識や技術の向上に努めます。

②公民館・ふれあいセンター等図書室における取組み

ア読み聞かせの実施

地域の図書ボランティアを活用しておはなし会を開催し、読み聞かせの大切さを周知する
とともに、今後もその拡充に努めます。また、研修会への参加を促す恋ど、図毒ボランティ
アの資質の向上も図のます。

イ.図書室の図害資料等の充実

公民館'ふれあいセンターの図書資料は市立図書館において購入し、配本することにより
蔵書の充実を図っています。市立図書館司書が定期的に蔵書点検.數理に赴き、図書室の環
境や利用状況等を勘案して資料の更新を行い、利用しやすぃ図書室の運営に努めます。

ウ子ども読書活動の啓発

市立図書館が発行する「としょかんだより」や絵本のプックリスト等を施い内に掲二した
り、施設や団体が発行する広報紙等で絵本の紹介恋どをし、読書活動の政発を行います。ま
た、公民館'ふれあいセンターを利用する地域住民に対し、子ども読書活動にっいて理舮を
促すとともに、地域や施設の役割などの実情に合った読圭活動に取り組み談す。

工図書ボランティアとの連携.協力

地域で活動する図書ボランティアや図書館が開催する図書ボランティア蓋成講座で研修
を受けた図書ボランティアを活用して、おはなし会等を開催するなど、図書ポランーイアに
活動の場を提供し、協力して読書活動に取の組みます。
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(3)その他における取組み(実施場所:乳幼児健診や育児学級の場、子育て支援センター、

児童館・児童センター、放課後児童クラプ、放課後子ども教室、放課後等デイサービ

ス事業所、児童発達支援センター等)

ア読み聞かせの実施

子どもが活動する地域の施設等において、日常的に職員や読み聞かせボランティアによる

読み聞かせを実施し、子どもが本に触れる機会の提供を行い荻す。また、市立図書館が実施

する読み聞かせ講座を受講するなど、職員の資質や技術の向上を図のます。

イ図書資料等の充実

各施設の図書コーナーや図書資料の充実を図ります。図書資料の充実については、市立図

書館が実施している団体貸出やりサイクル図書を積極的に活用します。

ウ子ども読書活動の啓発

市立図書館が発行する「としょかんだより」や絵本のブックリスト等を施設内に掲示した

り、施設や団体が発行する広報紙等で絵本の紹介等を行い、子どもや保護者に配布するなど、

読書活動の啓発を行います。

3 学校等における取組み

学校等における子ども読書活動推進は、幼稚園、保育所、認定こども園においては、乳幼児期に

絵本や物語の楽しさを知ることができるよう日常的に読み聞かせを行い、子どもが安1小して図書に

親しむことができる環境を整えることが大切です。

また、学校においては、読書習慣の形成において重要恋時期であることから、本に親しむ機会の

提供や読書環境の整備、授業での学校図書館の活用などを推進する取組みを実施します。

ロ)幼稚園・保育所・認定こども園における取組み

ア読み聞かせの実施

「幼稚園教育要領」Π呆育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」に基づ

き、・子どもが絵本や物語に親しめるよう、幼稚園教諭、保育士、保育教諭が日常的に絵本や

紙芝居などの読み聞かせを行います。併せて、幼稚園教諭、保育士、保育教諭が子どもの発

達段階や興味、関1山にふさわしい本の選定ができるよう、また読み聞かせの技術を向上させ

るための研修への参加を促します。

イ図書資料及び図書コーナーの充実

子どもが絵本や物語に親しむことができるよう、利用しやすい図書コーナーを整備し、図

書の充実に努めます。図書の充実については、市立図書館が実施している団体貸出や図書譲

渡会のりサイクル図書の積極的な活用を図り談す。また、子どもの発達段階に応じた図書を

計画的に揃えていく恋ど、さら巷る環境整備に努めます。

ウ子ども読書活動の啓発

家庭での読み聞かせの大切さ、読書にょる様々な効果について、幼稚園教諭、保育士、保

育教諭が保護者に対して説明を行い、施設から保護者向けの広報紙におすすめの絵本の情報

等を掲載するなど、子ども読書活動を推進レます'荻だ、図害館が発行する広報紙やブック
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リストにっいても、施設内に掲示するなど、保護者への周知を図ります。

(2学校における取組み

ア全校一斉読書の実施

日課の中に全校一斉の読害の時間を位置づけることにより、現在、実施率100%を継キ出し
て達成しています。引き続き取組みを実施し、子どもの自主的な涜書習t田の確立に努めます。

イ学校図書館資料の充実

児童生徒の読書活動や学習指導に必要恋図書資料を計画的に購入し>戸報が古い図圭資料
や傷みのひどい図書等は適靭に廃棄し更新するなど、学校図圭館資料の充実を図の談す。

ウ学校図書館の環境整備の推進

学校図書館の木質化やレイアウトの工夫など、木のぬくもりのある、親しみやすく使いや
すい学校図書館の環境整備を推進し、信売書センター」、「学習.情報センター」としてω機牝
の充実を図ります。

工学校図書館司書の配置

学校図書館司書が小中学校に配置され、読書環境が充実したことに伴い子どもの本の貸出
冊数が増加するなど、読書活動の推進が図られています今後は、子どもたちの発達r1比に
応じた図書資料の充実を図るとともに、一人ひとりの子どもに応じた読書支援をーいます。
さらに学校図書館を活用して、調べ学習の支援や関連図圭の紹介恋ど、学級担任や教科担任
と協働しだ授業づくのを進めてぃきます。

オ学校図書館ボランティアとの連携.棚力

司書教諭、学校図書館司書を中心とした全校での取組みのもと、図里ポランーイアとの連
携'協力にょり、.学校図書館の環境整備と読書活動の充実に努めます。
学校図書館の運営において、学校図書館ボランティアの方尺の涜み聞かせや{朴図書館

環境整備恋ど、献身的な協力は大きな力となっています。保護者や地域の方々の図圭館ポー
ンティアへの参加を積極的に呼びかけるとともに、市立図圭館が実施する学校図聿館向け講
座への参加など、資質の向上を図のます。

力教職員の資質の向上

司書教諭をはじめとした教臓員の資質の向上のために、学校図書館の運営や涜書枦導のあ
の方、調べ学習の指導方法などにっいて研修を行い弐す。
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4 数値目標

0 「読書が好き」な小中学生の割合

全国学力学習状況調査で曙売書は好きだ」と答えた小中学生の割合を文部科学省から提供

される調査結果により把握します。現状値の5%増を目標とします。

現状値(令和元年度)

畢
目標値(令和8年度)

0 小中学生の1か月の読書量平均

全国の読書量の現状に関する調査における小中学生の1か月の平均読書量を指標としま

す。現吠値の維持を目標とします。

717%

767%

現状値(令和元年度)

畢
目標値(令和8年度)

ノ

0 アクセシプルな書籍・電子書籍等の所蔵数

市立図書館をはじめ、図書館や公民館・ふれあいセンター等図書室のアクセシブルな書籍・

電子書籍等の資料の充実を図の萩す。現状値の倍増を目標とし弐す。

小学校 136冊、中学校 58冊

小学校現状値を維持、中学校現状値を維持

現状値(令和2年度)

畢
目標値(令和8年度)

0 子どもの読書活動の推進に取り組む図書ボランティアの活動者数

読み聞かせ講座等を開催レて図書ボランティアの養成を図のます。現状値の維持を目標と

します。

5,008 件

現状値(令和元年度)

畢
目標値(令和8年度)

10ρ00件

898名

現状値を維持
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(自的)

第1条この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共

団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要恋事項を定めるこ

とによの、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの

健やか恋成長に資することを目的とする。

子どもの読書活動の推進に関する法律

(平成13年12月12日法律第154号)

(基本理念)

第2条子ども(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の読書活動は、子どもが、言葉を

学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付

けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会と

あらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整

備が推進されなけれぱ葱ら恋い。

(国の責務)

第3条国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活動の推

進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

a也方公共団体の責務)

第4条地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏ま

え、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、,及び実施する責務を有する。

(事業者の努力)

第5条事業者は、

が推進されるよう、

(保護者の役割)

第6条父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に積極的

な役割を果たすものとする。

その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動

子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。

(関係機関等との連携強化)

第7条国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、

学校、図書館その他の関係機関及ぴ民問団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるも
のとする。

(子ども読書活動推進基本計画)

第8条政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かっ計画的な推進を図るため、

子どもの読害活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」という。)
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を策定しなけれぱ恋らない。

2 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞恋く、 これを国会に報告

するとともに、公表しなければ恋らない。

3 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更にっいて準用する。

(都道府県子ども読書活動推進計画等)

第9条都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当珍都首府県におけ
る子どもの読書活動の推進の状況等を踏萩え、・当該都道府県における子どもの沸圭活動の推准に
関する施策にっいての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう
努め恋ければなら恋い。

2 市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されてい
るときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとと
もに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子ども
の読書活動の推進に関する施策にっいての計画(以下「市町村子ども読書活動推准計画」といー。)
を策定するよう努め恋ければ恋らない。

3 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推鞍計
画を策定したときは、これを公表しなけれぱならない。

4 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども涜圭活動推准升画の変更
について準用する。

(子ども読書の日)

第10条国民の間に広く子どもの読書活動にっいての関1小と理解を深めるとともに、子どもが
積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読圭の日を設ける。

2 子ども読書の日は、四月二十三日とする。

3 国及ぴ地方公共団体は、子ども読書の臼の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努め大け
れぱならない。

25

(財政上の措置等)

第れ条国及ぴ地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関す、る施策を実施するため必要六
財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

衆議院文部科学委員会における附帯決議

政府は、本法施行に当たり、次の事項にっいて配慮すべきである。

1 本法は、子どもの自主的恋読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を敦1芹して
いくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。

2 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの涜書活動の推准に
関する施策の確立とその具体化に努めること。



3 子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことができる環境

づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。

4 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。

5 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に基づ

き提供に努めるようにすること。

6 国及ぴ地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの参加

については、その自主性を尊重すること。

ノ
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(目的)

第ゴ条この法律は、文字.活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及ぴ知恵の継承
及び向上、豊か恋人間性の滴養並ぴに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであること
にかんがみ、文字.活字文化の振興に関する基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の=チ女を
明らかにするとともに、文字・活字文化の振興に関する必要な事項を定めることにより、我が国に

おける文字'活字文化の振興に関する施策の総合的な推進を図の、もって知的で心曲かな国民生活
及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

文字・活字文化振興法

(平成十七年七月二十九日法律第九十一号)

(定義)

第2条この法律において「文字・活字文化」とは、活字その他の文字を用いて表現されたもの
(以下この条において「文章」という。)を読み、及び書くことを中1山として行われる精神的な活

動、出版活動その他の文章を人に提供するための活動並ぴに出版物その他のこれらの活動の文化的
所産をいう。

(基本理念)

第3条文字'活字文化の振興に関する施策の推進は、すぺての国民が、その自主性を尊重されっ
つ、生涯にわたり、地域、学校、家庭その他の様凡な場において、居住する地域、男体的恋曳件そ
の他の要因にかかわらず、等しく豊か尿文字・活字文化の東沢を享受できる戸境を敦伊することを
冒として、行われ恋けれぱなら塚い。

2 文字'活字文化の振興に当たっては、国語が日本文化の基盤であることに十分配t.されなけれ
ば恋ら恋い。 ...

3 学校教育においては、すべての国民が文字・活字文化の南沢を享燕すること力やできるようにす
るため、その教育の課程の全体を通じて、読む力及び書く力並びにこれらの力を基靜とする言証に
関する能力(以下 r言語力」という。)の瓶蓋に十分配慮され恋けれぱならない。

(国の責務)

第4条国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。) にのっとり、文字・活字文

化の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第5条地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りっつ、その地域の実情を踏ま
え、文字'活字文化の振興に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
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(関係機関等との連携強化)

第6条国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策が円滑に実施されるよう、図
書館、教育機関その他の関係機関及ぴ民間団体との連携の強化その他必要な体制の敦伊に努めるも
のとする。



a也域における文字・活字文化の振興)

第7条市町村は、図害館奉仕に対する住民の需要に適切に対応できるようにするため、必要怨

数の公立図書館を設置し、及び適切に配置するよう努めるものとする。

2 国及ぴ地方公共団体は、公立図書館が住民に対して適仞な図書館奉仕を提供することができる

よう、司書の充実等の人的体制の整備、図書館資料の充実、情報化の推進等の物的条件の整備その

他の公立図書館の運営の改善及び向上のために必要尽施策を講ずるものとする。

3 国及ぴ地方公共団体は、大学その他の教育機関が行う図書館の一般公衆への開力魚文字.活字

文化に係る公開講座の開設その他の地域における文字・活字文化の振興に貢献する活動を促進する

ため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

4 前三項に定めるもののほか、国及ぴ地方公共団体は、地域における文字.活字文化の振興を図

るため、文字・活字文化の振興に資する活動を行う民間団体の支援その他の必要恋施策を講ずるも
のとする。

(学校教育における言語力の瓶養)

第8条国及び地方公共団体は、学校教育において言語力の湧養が十分に図られるよう、効果的

恋手法の晋及その他の教育方法の改善のために必要な施策を講ずるとともに、教育職員の谷成及び

研修の内容の充実その他のその資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、学校教育における言語力の返養に資する環境の整備充実を図るため、

司書教諭及び学校図書館に関する業務を担当するその他の臓員の充実等の人的体制の整備、学校図

書館の図書館資料の充実及び情報化の推進等の物的条件の整備等に関し必要恋施策を講ずるもの
とする。

(文字・活字文化の国際交流)

第9条国は、できる限り多様な国の文字・活字文化が国民に提供されるようにす,るとともに我

が国の文字.活字文化の海外への発信を促進するため、我が国においてその文化が広く知られてい

恋い外国の出版物の日本語への翻訳の支援、日本語の出版物の外国語への翻訳の支援その他の文

字・活字文化の国際交流を促進するだめに必要な施策を講ずるものとする。

(学術的出版物の普及)

第 10条国は、学術的出版物の昔及が一般に困難であることにかんがみ、学術研究の成果にっ

いての出版の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(文字・活字文化の日)

第11条国民の間に広く文字・活字文化にっいての関1山と理解を深めるようにするだめ、文字.
活字文化の日を設ける。

2 文字・活字文化の日は、十月二十七日とする。

3 国及び地方公共団体は、文字・活字文化の白には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよ
う努めるものとする。
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(財政上の措置等)

第 12条国及び地方公共団体は、文字・活字文化の振興に関する施策を実施するため必要大財
政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。
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(この法律の目的)

第1条この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのでき恋い基礎的な設備であるこ

とにかんがみ、その健全恋発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

(定義)

第2条この法律において「学校図書館」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及ぴ特別支援学

校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学

校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)

(以下「学校」という。)において、図書、視覚1恵覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下

「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及ぴ保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供

することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教賀を育成

することを目的とレて設けられる学校の設備をいう。

(設置義務)

第3条学校には、学校図書館を設けなけれぱ恋らない。

(学校図書館の運営)

第4条学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び

教員の利用に供するものとする。

図書館資料を収集し、児童又は生徒及ぴ教員の利用に供すること。

図書館資料の分類排列を適吻にし、及びその目録を整備すること。
、

読書会、'研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。

四図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。

五他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、.及び協力すること。

2 学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させること

ができる。

(司書教諭)

第5条学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなけれぱならない。

2 前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。X

指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合におい

て、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなけれぱなら恋い。

3 前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。

4 前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要

な事項は、文部科学省令で定める。

(学校司書)

第6条学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及ぴ向上を図の、児童

又は生徒及ぴ教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従

事する臓員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなけれぱならない。

2 国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を

講ずるよう努め恋ければならない。

学校図書館法

(昭和28年8月8日法律第185号)
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(設置者の任務)

第7条学校の設置者は、 この法律の目的が十分に達成されるようその設置する学校の学校図書館
を整備し、及び充実を図ることに努め恋ければならない。
(国の任務)

第8条国は、第6条第2項に規定するもののほか、学校図書館を敕伊し、及びその充[を図るだ
め、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければなら恋い。

学校図書館の整備及ぴ充実並びに司書教諭の養成に関する総△的計画を杓亡するーと。
学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的恋指導及び勧止を与えること。
前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と課められる措胃を講ずる

こと。

附則抄

(施行期日)

1 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
(司書教諭の設置の特例)

2 学校には、平成15年3月31臼までの間(政令で定める規模以下の{校にあっては、当八
間)、第5条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。
附則く昭和33年5月6臼法律第136号)抄

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和41年6月30日法律第98号)抄
(施行期日)

1 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。

附則(平成9年6月11白法律第76号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成10年6月12日法律第1010号)抄
(施行期日)

第1条この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日法律第160号)抄
(施行期臼)

第1条この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及ぴ原子炉の規制に関する法律の一邦を改正する法
律附則の改正規定に係る部分に限る。)、'第千三百五条、第千三百六曳第千三百二十四曳第二項、
第千三百二十六条第二項及ぴ第千三百四十四条の規定公布の日
附則(平成15年7月16日法律第117号)抄
(施行期日)

第1条この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)

第8条附則第2条から前条までに定めるもののほか、 この法律の施行に関し必要な経過措置は、
政令で定める。

附則(平成18年6月21日法律第80号)抄
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(施行期日)

第1条この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年6月27日法律第96号)抄

(施行期日)

第1条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第2条から第14条まで及び附則第50条の規定平成20年4月1日

附則(平成26年6月27日法律第93号)

(施行期日)

1 この法律は、平成27年4月1日から施行する。

(検討)

2.国は、学校司書(この法律による改正後の学校図書館法(以下この項において「新法」という。)

第6条第1項に規定する学校司書をいう。以下この項において同じ。)の臓務の内容が専門的知識

及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を

勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成27年6月24白法律第46号)抄

(施行期日)

第1条この法律は、平成28年4月1日から施行する。

32



目次

第一章総則(第1条一第6条)

第二章基本計画等(第7条・第8条)

第三章基本的施策(第9条一第17条)

第四章協議の場等(第18条)

附則

第一章総則

(目的)

第1条この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及
び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚叶生者等の読圭戸ザ
の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障空者等の読書環t=の敕
備を総合的かっ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく涜圭を稲じて
文字'活字文化(文字.活字文化振興法(平成17年法律第91号)第2欠に規定する文{.舌{
文化をいう0)の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)

第2条この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、箙体不自由その他の障害
により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。)にっいて、視覚による表現のき毛識が
困難恋者をいう。

2 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図圭、拡大図圭その他の視
覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいう。

3 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子圭条盆等」とは串子書籍その他の書生に
相当する文字、音声、点字等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によては雫
識することができ恋い方式で作られる記録をいう。第11条第2項及び第12ヌ第2項において同
じ0)であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に契識することができる
ものをいう。

(基本理念)

第3条視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなけれぱ六ら
ない。

視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読圭に係る利便性の向上に著しく
資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用して視{貯
害者等が利用しやすい電子書籍等の昔及が図られるとともに、視覚障虫者等の串要を抄まえ、引き
続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること。

視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすぃ電子書符等(以下「視覚r二

害者等が利用しやすい書籍等」という。)の量的拡充及ぴ質の向上が図られること。
視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮が怨されること。=ニ

(国の責務)

第4条国は、前条の基本理念にのっとの、視覚障害者等の読書環境の較,比の推准に関する施策を

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律

(令和元年6月28日法律第49号)
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総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第5条地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとの、国との連携を図りつつ、その地域の実情

を踏まえ、視覚障害者等の読害環境の整備の推造に関する施策を策定し、及び実施する責務を有す

る。

(財政上の措置等)

第6条政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財政上

の措置その他の措置を講じなけれぱならない。

第二章基本計画等

(基本計画)

第7条文部科学大臣及ぴ厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的恋計画

(以下この章において「基本計画」という。)を定めなけれぱならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項

3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済産

業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議し恋けれぱなら恋い。

4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚障

害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネ

ツトの利用その他適切な方法により公表しなけれぱ喬らない。

6 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。

a也方公共団体の計画)

第8条地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環

境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関

する計画を定めるよう努めなけれぱほら恋い。

2 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関

係者の意見を反映させるために必要恋措置を講ずるよう努めるものとする。

3 地方公共団体は、第1項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなけれぱ

ならない。

4'前2項の規定は、第1項の計画の変更について準用する。

第三章基本的施策

(視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等)

第9条国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並ぴに学校図書

館(以下「公立図書館等」というD 並びに国立国会図書館について、各凡の果たすべき役割に応

じ、点字図書館とも連携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、視覚障害者等が利用し

やすい書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利
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用に係る体制の整備が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。

2 国及ぴ地方公共団体は、点字図書館にっいて、視覚障害者等が利用しやすぃ書宝等の充{ハ
立図書館等に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する戸報提供その他視{=
害者等が利用しやすい書籍等を視覚障害者が十分かっ円骨に利用することができるよーにすこ
めの取組の促進に必要葱施策を講ずるものとする。

(インターネツトを利用したサービスの提供体制の強化)

第10条国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して<国欠地に寺
覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かっ円滑に利用することができるよーにするため、>こ
げる施策その他の必要恋施策を講ずるものとする。

点字図書館等から著作権法(昭和45年法律第48号)第37条第2項又は第3項本文の規定
により製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「特定市子圭籍等」といー。)であ
つてインターネツトにより送信することができるもの及ぴ当該点字図書館等の有する視{貯生者
等が利用しやすい書籍等に関する情報の提供を受け、これらをインターネットにより視{叶宝者・
に提供する全国的なネットワークの運営に対する支援

視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供に
ての国立国会図書館、前号のネツトワークを運営する者、公立図書館等、点字図害館及び特定晶子
書籍箸の製作を行う者の間の連携の強化

(特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援)

第11条国及ぴ地方公共団体は、著作権法第37条第1項又は第3項本文の規定にょり製作され
る視覚障害者等が利用しやすい書籍(以下「特定書籍」という。)及び特定串子書籍等の製作を支
するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取組に対する支援その他の八
要な施策を講ずるものとする。

2 国は、特定書籍及ぴ特定電子書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を行一者(次曳び
第18条において「出版者」という。)からの特定書籍又は特定電子書籍等の製作をー一者に'、す
書籍に係る電磁的記録の提供を促進するための環境の整備に必要な支援その他の必要六施策を:
ずるものとする。

(視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等)

第12条国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技休・の准舮
を適靭に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提供その他の必
巷施策を講ずるものとする。

2 国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当討書符に係る扇磁的記録
提供を行うことその他の出版者からの視覚障害者等に対す、る書籍に係る扇磁的記録の1白供をイ准
するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援その他の必要大施策を講
るものとする。

(外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環挟の敦彬)
第13条国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に貯圭のある者が発一
された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枦組みに基づき、視{貯室者 t
利用しやすい電子書籍等であってインターネットにより送信することができるものを外国か、
分かっ円滑に入手することができるよう、その入手に関する相談体制の赦伊その他のその入手こ
めの環境の整備にっいて必要な施策を講ずるものとする。
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(端末機器等及ぴこれに関する恬報の入手の支援)

第14条国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための端末

機器等及びこれに関する清報を視覚障害者等が入手することを支援するため、必要な施策を講ずる

ものとする。

(情報通信技術の習得支援)

第15条国及ぴ地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに当たって

必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会及び巡回指導の実

施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

(研究開発の推進等)

第16条国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等に

ついて、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的恋技術等に関する研

究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。

(人材の育成等)

第17条国及び地方公共団体は、特定書籍及ぴ特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、国立

国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑怨利用のための支

援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の推進、広報活動の充実その他

の必要な施策を講ずるものとする。

第四章協議の場等

第、18 条国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るため、

文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、国立国会図書館、公

立図書館等、点字図書館、第10条第一号のネットワークを運営する者、特定書籍又は特定電子圭

籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の場を設けることその他関

係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。
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